
   医療 DX推進について 

 

当院では下記の体制を整備しています。 

・マイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しています。 

・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し調

剤・服薬指導を行う際、当該情報を閲覧し活用します。 

・マイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用

して質の高い医療提供を目指し取り組みます。 

・電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有しています。 

・在宅医療においても、ICTシステムを活用し、在宅医療に関わる各連携機関と情報

共有を行います。 

（高知中央訪問看護ステーション、高知中央東訪問看護ステーション、訪問看護ステ

ーション リカバリー高知 高知事務所、リカバリ－南国事務所、あじさい薬局 北本

町店、 エール薬局 かづらしま店 等） 

  

 

2024年 7月より 

在宅医療 DX情報活用加算 

在宅医療情報連携加算  

  


